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町
で
は
周
防
大
島
町
誕
生
10
周
年
を
記
念
し
て
健
診
（
検
診
）
の
重
要
性
や
生
活
習
慣
改
善
の
意
識
向
上

を
図
る
と
と
も
に
介
護
・
福
祉
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
第
３
回
町
民
健
康
福
祉
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

○
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ

（
場
所
）
森
野
小
学
校
体
育
館
　（
時
間
）
午
前
10
時
～
11
時
55
分

《
講
演
会
》「
こ
こ
ろ
も
か
ら
だ
も
ぶ
ち
元
気
！
」
～
ま
ず
は
手
軽
に
で
き
る
介
護

予
防
運
動
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
～　

講
師　

健
康
運
動
指
導
士　

恵
美
須  

勝
美
氏

※
講
演
参
加
者
に
は
簡
単
筋
ト
レ
に
使
え
る
運
動
グ
ッ
ズ
を
も
れ
な
く
進
呈
し
ま

す
。

《
英
語
保
育
の
発
表
》　

東
和
地
区
保
育
園
児　

講
師　

ハ
レ
ル
知
子
氏

○
健
康
相
談
・
体
験
・
展
示
コ
ー
ナ
ー

（
場
所
）
東
和
総
合
セ
ン
タ
ー
　（
時
間
）
正
午
～
午
後
２
時
30
分

《
健
康
相
談
・
体
験
コ
ー
ナ
ー
》　

・
健
康
医
療
相
談
・
測
定
コ
ー
ナ
ー
（
大
島
郡
医
師
会
）〈
超
音
波
骨
密
度
測
定
、血
管
年
齢
測
定
、血
圧
測
定
〉・

お
口
と
歯
の
健
康
相
談
コ
ー
ナ
ー
（
大
島
郡
歯
科
医
師
会
）・
お
薬
相
談
コ
ー
ナ
ー
（
柳
井
薬
剤
師
会
）・
食

事
バ
ラ
ン
ス
チ
ェ
ッ
ク
！
（
山
口
県
栄
養
士
会
）・
塩
分
チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー
・
大
腸
が
ん
検
診
（
容
器
配
布
）・

在
宅
医
療
相
談
コ
ー
ナ
ー
・
周
防
大
島
認
知
症
を
支
え
る
会
コ
ー
ナ
ー
・
日
本
赤
十
字
社
救
急
救
命
コ
ー
ナ
ー

※
健
康
医
療
相
談
、
体
験
コ
ー
ナ
ー
で
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
実
施
し
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
5
個
で
、
先
着

３
０
０
名
様
に
減
塩
グ
ッ
ズ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

《
展
示
コ
ー
ナ
ー
》　

・
食
生
活
改
善
推
進
員
（
食
推
さ
ん
）
コ
ー
ナ
ー
（
う
す
味
の
推
進
・
う
す
味
汁
物
の
試
食  

4
０
０
食
限
定
）・

福
祉
バ
ザ
ー
（
さ
つ
き
園
、
た
ち
ば
な
園
）・
母
子
保
健
推
進
員
（
母
推
さ
ん
）
コ
ー
ナ
ー
・
ゆ
る
体
操
コ
ー

ナ
ー
（
周
防
大
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
）・
健
康
増
進
計
画
推
進
委
員
会
コ
ー
ナ
ー
・
国
民
健
康
保
険
コ
ー
ナ
ー

（
医
療
保
険
班
）・
ば
た
あ
し
金
魚
の
会
コ
ー
ナ
ー
・
ス
マ
イ
ル
エ
ン
ジ
ョ
イ
コ
ー
ナ
ー
・
認
知
症
予
防
自
主

活
動
グ
ル
ー
プ
コ
ー
ナ
ー
・
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー

《
ヘ
ル
シ
ー
弁
当
販
売  

２
０
０
食
限
定
》

◆
問
い
合
わ
せ
　
介
護
保
険
課　

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
３

▼
第
３
回
町
民
健
康
福
祉
大
会
を
開
催
し
ま
す

入
場
無
料

10
月
26
日
㈰
　
午
前
10
時
～
午
後
２
時
30
分

▲昨年開催された町民健康福祉大
会の様子。

　水痘ワクチン予防接種が 10 月１日から定期接種となり
ました。予防接種の効果や副反応などに十分ご理解され、
接種を受けるようにしてください。
◆対象者　
　接種時に周防大島町に住所を置く、下記の方です。
　①１歳から３歳までの間にある方（接種回数：２回）
　②【経過措置対象者】３歳から５歳までの間にある方  
　　（接種回数：１回）
◎経過措置対象者の接種期間は、平成 27 年３月 31 日
までとなります。
※対象者には個別通知しています。詳細につきましては、
健康増進課健康づくり班へお問い合わせください。
◆問い合わせ
　健康増進課健康づくり班　
　☎０８２０（７７）５５０４

水 痘 ワ ク チ ン が
定期予防接種となりました

山口県最低賃金が改正されました

　必ずチェック　最低賃金！　
　使用者も　労働者も

　１時間　７１５円
　　効力発生日：平成 26 年 10 月 1 日

　パート、アルバイト等を含めすべての労働者に
最低賃金以上の賃金が支払われなければなりませ
ん。詳しいことは、山口労働局賃金室へお問い合
わせください。

◆問い合わせ　
　山口労働局賃金室

☎０８３（９９５）０３７２


